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鹿屋体育大学附属図書館ラーニング・コモンズ利用要項 

 

令和４年６月１６日 

附 属 図 書 館 長 裁 定 

 

（趣旨）  

第１ この要項は、鹿屋体育大学附属図書館利用規程（昭和６１年規程第５号。以下 「利用規程」

という。）第１２条の規定に基づき、鹿屋体育大学附属図書館ラーニング・コモンズ（以下「コ

モンズ」という。）の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２ この要項において、コモンズとは、NIFSラコモ及びグループ学習室をいう。 

 

（利用の範囲） 

第３ コモンズの利用は、原則として、次に掲げる活動等に利用するものとする。 

(1) 個人又はグループによる学修  

(2) 学習、教育及び研究に関する講演会、説明会等 

(3) 図書館資料及び情報検索活用を目的とした授業等  

(4) その他附属図書館長が認めた活動  

 

（利用者の範囲） 

第４ コモンズを利用できる者（以下「利用者」という。）は、次に掲げるものとする。 

(1) 利用規程第２条第１号から第３号に定める者 

(2) 利用規程第２条第４号に定める者（NIFSラコモの利用に限る。） 

 

（利用時間） 

第５ コモンズの利用時間は、利用規程第４条に定める時間とする。 

 

（利用方法)  

第６ コモンズは、原則として、自由に利用できるものとする。ただし、貸切による利用を希望

する場合には、次に掲げる方法により、事前に第８に定める係に申し込むものとする。 

(1) 利用規程第２条第２号に定める者のうち本学の役職員 設備予約システムへの入力 

(2) 前号以外の者 別紙様式の提出又は別紙様式の内容に係る電話連絡 

２ コモンズに備え付けの机、椅子及び機器類は自由に利用できるものとし、利用後は原状に復

帰するものとする。  

  

（禁止事項）  

第７ 利用者は、係員が指示する事項及びコモンズに掲示する事項を遵守しなければならない。 

２ 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない  
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(1) 各種勧誘活動  

(2) 募金活動  

(3) 物品の販売  

(4) 施設内での許可のない掲示  

(5) その他他の利用者に迷惑をかける行為  

 

（事務)  

第８ コモンズ利用に関する事務は、国際・学術情報課図書サービス係が行う。  

 

附 則  

１ この要項は、令和４年６月１６日から施行する。 

２ 鹿屋体育大学附属図書館グループ学習室利用要項（平成２７年７月１０日附属図書館長裁定） 

は、廃止する。 
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別紙様式（第６関係） 

 

年  月  日 

 

鹿屋体育大学ラーニング・コモンズ貸切利用申込書 

 

 

鹿屋体育大学附属図書館長 殿 

 

申込責任者 氏 名 

       

所 属 

       

連絡先（電話番号又はメールアドレス） 

 

 下記のとおり、ラーニング・コモンズ利用を申込みます。利用にあたっては、鹿屋体育大学附

属図書館ラーニング・コモンズ利用要項を遵守します。 

記 

１．利用ラーニング・コモンズ（該当するものにチェックを入れてください。） 

  □ NIFSラコモ 

  □ グループ学習室（学内者のみ） 

 

２．利用期間    年  月  日（ ）  ：  〜   年  月  日（ ）  ： 

 

３．利用目的（該当する目的にチェックを入れてください。（その他の場合は目的も記入。）） 

□ 個人又はグループによる学修  

□ 学習、教育及び研究に関する講演会、説明会等 

□ 図書館資料及び情報検索活用を目的とした授業等  

□ その他（                                  ） 

 

 

 

（注）ご記入いただく個人情報は、申込者の本人確認及び利用に関する連絡のためにのみ利用し、 

目的外には利用しません。以下の欄は係員が記入する欄です。 

 

受付番号 受 付 日 許 可 日 備  考 

 年  月  日 年  月  日  


